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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】令和2年11月26日(2020.11.26)

【公開番号】特開2020-143081(P2020-143081A)
【公開日】令和2年9月10日(2020.9.10)
【年通号数】公開・登録公報2020-037
【出願番号】特願2020-80282(P2020-80282)
【国際特許分類】
   Ｃ０７Ｄ 471/04     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   9/20     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ   9/48     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  31/437    (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  35/00     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  35/02     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  43/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０７Ｄ  471/04     １０４Ｚ
   Ｃ０７Ｄ  471/04     ＣＳＰ　
   Ａ６１Ｋ    9/20     　　　　
   Ａ６１Ｋ    9/48     　　　　
   Ａ６１Ｋ   31/437    　　　　
   Ａ６１Ｐ   35/00     　　　　
   Ａ６１Ｐ   35/02     　　　　
   Ａ６１Ｐ   43/00     １１１　

【手続補正書】
【提出日】令和2年10月13日(2020.10.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式Ｉの化合物、

【化１】

またはその薬学的に許容される塩の作製方法であって、式Ｉａの化合物、
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【化２】

またはその薬学的に許容される塩を、ホルミル化試薬と反応させることを含む、前記方法
。
【請求項２】
　式ＩＩの化合物であって、
【化３】

式中、Ｒ２が保護基である、前記化合物またはその薬学的に許容される塩の作製方法であ
って、
式ＩＩａの化合物、
【化４】

またはその薬学的に許容される塩を、式ＩＩｂの化合物であって、
【化５】

式中、Ｒ２が保護基である、前記化合物またはその薬学的に許容される塩と反応させるこ
とを含む、前記方法。
【請求項３】
　式ＩＩの化合物であって、
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【化６】

式中、Ｒ２が保護基である、前記化合物またはその薬学的に許容される塩。
【請求項４】
　式ＩＩＩの化合物であって、
【化７】

式中、Ｒ２が保護基である、前記化合物またはその薬学的に許容される塩の作製方法であ
って、
式ＩＩの化合物であって、
【化８】

式中、Ｒ２が保護基である、前記化合物またはその薬学的に許容される塩を、式ＩＩＩａ
の化合物、
【化９】

またはその薬学的に許容される塩と反応させることを含む、前記方法。
【請求項５】
　６－（（１Ｒ，２Ｓ）－２－アミノシクロヘキシルアミノ）－７－フルオロ－４－（１



(4) JP 2020-143081 A5 2020.11.26

－メチル－１Ｈ－ピラゾール－４－イル）－１Ｈ－ピロロ［３，４－ｃ］ピリジン－３（
２Ｈ）－オンまたはその薬学的に許容される塩の作製方法であって、
（ｉ）式ＩＩａの化合物、
【化１０】

またはその薬学的に許容される塩を、式ＩＩｂの化合物であって、
【化１１】

式中、Ｒ２が保護基である、前記化合物またはその薬学的に許容される塩と反応させて、
式ＩＩの化合物であって、
【化１２】

式中、Ｒ２が保護基である、前記化合物またはその薬学的に許容される塩を得ることと、
（ｉｉ）式ＩＩの化合物を、式ＩＩＩａの化合物、
【化１３】

またはその薬学的に許容される塩と反応させて、式ＩＩＩの化合物であって、
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【化１４】

式中、Ｒ２が保護基である、前記化合物またはその薬学的に許容される塩を得ることと、
（ｉｉｉ）式ＩＩＩの化合物を、脱保護剤と反応させることと、を含む、前記方法。
【請求項６】
　式ＩＶの化合物であって、

【化１５】

式中、Ｒ３及びＲ４がそれぞれ独立して、保護基であるか、またはＲ３及びＲ４が合わせ
て、保護基である、前記化合物またはその薬学的に許容される塩の作製のための方法であ
って、式ＩＶａの化合物であって、

【化１６】

式中、Ｒ３及びＲ４がそれぞれ独立して、保護基であるか、またはＲ３及びＲ４が合わせ
て、保護基である、前記化合物またはその薬学的に許容される塩を、ホルミル化試薬と反
応させることを含む、前記方法。
【請求項７】
　式ＩＶの化合物であって、
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【化１７】

式中、Ｒ３及びＲ４がそれぞれ独立して、保護基であるか、またはＲ３及びＲ４が合わせ
て、保護基であり、かつＲ５が保護基である、前記化合物またはその薬学的に許容される
塩。
【請求項８】
　式Ｖの化合物であって、

【化１８】

式中、Ｒ３及びＲ４がそれぞれ独立して、保護基であるか、またはＲ３及びＲ４が合わせ
て、保護基であり、かつＲ５が保護基である、前記化合物またはその薬学的に許容される
塩の作製のための方法であって、式（ＩＶ）の化合物であって、

【化１９】

式中、Ｒ３及びＲ４がそれぞれ独立して、保護基であるか、またはＲ３及びＲ４が合わせ
て、保護基であり、かつＲ５が保護基である、前記化合物またはその薬学的に許容される
塩を、還元条件下で還元することを含む、前記方法。
【請求項９】
　式Ｖの化合物であって、
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【化２０】

式中、Ｒ３及びＲ４がそれぞれ独立して、保護基であるか、またはＲ３及びＲ４が合わせ
て、保護基であり、かつＲ５が保護基である、前記化合物またはその薬学的に許容される
塩。
【請求項１０】
　６－（（１Ｒ，２Ｓ）－２－アミノシクロヘキシルアミノ）－７－フルオロ－４－（１
－メチル－１Ｈ－ピラゾール－４－イル）－１Ｈ－ピロロ［３，４－ｃ］ピリジン－３（
２Ｈ）－オンまたはその薬学的に許容される塩の作製方法であって、式ＶＩの化合物であ
って、
【化２１】

式中、Ｒ３及びＲ４がそれぞれ独立して、保護基であるか、またはＲ３及びＲ４が合わせ
て、保護基であり、かつＲ５及びＲ６がそれぞれ独立して、保護基である、前記化合物ま
たはその薬学的に許容される塩を、脱保護条件下で脱保護することを含む、前記方法。
【請求項１１】
　式ＶＩの化合物であって、
【化２２】

式中、Ｒ３及びＲ４がそれぞれ独立して、保護基であるか、またはＲ３及びＲ４が合わせ
て、保護基であり、かつＲ５及びＲ６がそれぞれ独立して、保護基である、前記化合物ま
たはその薬学的に許容される塩。
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